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令和元年度事業計画 

（基 本 方 針） 

県内経済は、一昨年 10 月から 18 か月連続で「緩やかに拡大している」と判断され 

ており（日銀松本支店 平成 31 年 3 月公表）、雇用情勢は有効求人倍率が 1.65 倍（平 

成 31 年 1 月）と 26 か月連続「一層堅調に推移している」との判断がされる（長野労

働局 平成 31 年 3 月発表）など、大きく改善する一方で、企業における人手不足が顕

在化している。    

 また、少子化の進展により、本県の人口は長期の減少過程にあって、生産年齢人口

の減少と高齢化の急激な進展が、地域社会や産業の担い手不足につながり、地域の活

力低下を招くことが懸念されている。 

今後も地域の活力を維持し、人生 100 年時代を見据えた多様な生き方を可能とする

ためには、高齢者の皆さんが出来る限り地域の担い手として活躍し、年齢に関わりな

く働くことのできる社会づくりの促進が重要となっている。 

政府が平成30年11月にまとめた「経済政策の方向性に関する中間整理」において、

意欲ある高齢者に働く場を準備するため、希望する高齢者について 70 歳までの就業

機会の確保を図りつつ、それぞれの高齢者の希望・特性に応じた活躍のため、多様な

選択ができるような仕組みを本年夏までに検討するとしている。 

さらに、シルバー人材センター（以下「センター」という。）の機能強化、求人先

とのマッチング機能の強化など働きやすい環境を整備するとしている。 

県内センターでは、17,000 余名の会員に対して、地域社会に密着した業務を確保

し、提供することで、会員と地域ニーズをつなぎ、会員の経済的な安定や生きがいの 

充実を図っている。また、会員が就業等を通じて、地域の担い手や現役世代の支え手 

としても活躍している。 

このように、高齢者に社会の担い手としての活躍や労働力としての拡大が求められ

る中で、センターには、地域に根づいた活動やその使命、役割により、国はもとより

地域社会から寄せられる期待が、以前にも増して高まっている。 

 こうした社会、経済情勢を背景として展開している、本県シルバー事業の平成 30

年度の現状を見ると、会員数は、1 月末時点の前年同月比較で減少しており、例年の

年度末の動向を勘案すると連続減少からの脱却は困難な状況にある。契約金額は、請

負分野では減少しているものの、派遣事業の続伸により微増を見込んでいる。 

国においては、高齢者の就業促進の観点から、センター及び連合会（以下「シルバ

ー連合」という。）の主要財源となっている、令和元年度国庫補助金について、人手

不足分野や現役世代を支える分野での就業機会の確保・提供や、会員拡大に積極的に

取組み、成果を上げたセンターに対し、より手厚く財政支援する傾向を強めつつ、所

要の額が増額確保された。 

また、制度面の支援として、平成 28 年度から知事が指定した業種等においては、
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派遣・職業紹介に限り、就業時間の要件が緩和されるなど、センターの機能強化に向

けた条件整備が講じられている。 

このシルバー事業を取巻く環境・諸情勢の変化に柔軟に対応して、シルバー連合が

会員の多様なニーズに応え、地域の役に立つ事業を展開し、それらを通じてセンター

のイメージも新しい時代に相応しいものに変えていくことが重要である。 

 このような現状認識のもとで、シルバー連合が、会員の願いや地域の期待に応えて

いくため、 

① 会員拡大と就業機会の確保・拡大に向け、実効ある取組を推進 

② シルバー事業の基本線である請負就業に加えて、派遣・職業紹介に取組み、多様 

 な働き方を推進 

③ 会員・発注者ニーズに沿って、業務拡大に係る知事の指定に向け適切に対応 

④ 全ての現場で危険ゼロを実践する安全就業の推進 

⑤ 適正就業ガイドラインに沿った業務運営を推進  

特に、派遣事業は、派遣事業専門委員会で諸課題を協議し、その結果を踏まえ、新

たな役割分担に移行するための準備作業に取組み、派遣事業の健全な推進を図る。 

 また、連合会として、センターの公益法人に相応しい法人運営・事業推進に資する

ため、 

① シルバー事業の理解を一層深めるための普及啓発、情報提供の実施 

② センター役職員の資質の向上と相互の情報共有を図るための交流研修の実施 

③ センター運営・事業推進についての指導・相談の実施 

④ 先取り安全“危険ゼロ”を定着させるための安全パトロール、安全就業推進リ 

 ーダー養成研修の実施 

⑤ 国の委託事業により、センターの周知・広報活動、就業体験、技能講習を実施 

し、新規会員の拡大に戦略的に取組む など、その役割を果たすこととする。 

このため令和元年度の事業運営に当たっては、引続きセンターはもとより、長野 

県、長野労働局、全国シルバー人材センター事業協会（以下「全シ協」という。）等 

関係機関と連携を図り、「地域社会に貢献する魅力あるシルバー人材センター」の実 

現に向け、今年度からスタートする「第３期中期計画」（2019 年度～2023 年度）の

着実な推進や、次に掲げる基本テーマを重点項目として、事業実施計画により諸事業

を積極的に展開する。 

（基 本 テ ー マ） 

１ 会員の拡大と就業機会の拡大 

２ 安全就業の実践と適正就業の推進  

３ 派遣事業の健全な推進 

４ 地域ニーズに応えられる事業展開  

５ 公益法人の適確な運営 
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（事業実施計画） 

１ 公益法人運営事業 

   シルバー連合は、公益社団法人として、その運営に当たっては公益的な活動は 

もちろんのこと、法人のガバナンス、コンプライアンス体制、情報公開と情報管 

理体制の整備・充実、収支相償を満たすことなど、公益性が認定された法人に相 

応しい法人運営が求められている。 

   このため、組織運営や会計を始めとする事務処理など、あらゆる面において適

切で円滑な運営が推進されるよう、センターの事務・事業をサポートしていく。 

 （１）公益法人の運営や会計処理に係る研修会等の実施 

（２）各センターからの相談への対応、個別指導の実施 

 （３）「公益法人運営資料集 No９」作成・配布 

   

２ 安全・適正就業推進事業  

〇 安全就業 

    「安全・安心なシルバー事業」を展開することは、シルバー事業遂行の基幹 

   をなすものであり、重篤事故、賠償事故を始め、あらゆる事故の撲滅を目指し、 

引続き、令和元年度の安全・適正就業対策推進の重点目標を「危険ゼロ」と 

し、取組み目標を、①安全ミーティングの完全実施 ②安全装備使用の徹底 ③ 

健康診断受診及び健康体操の奨励 ④交通事故防止と定め、事故事例等を「他人 

ごと」ではなく、「自らのこと」として共有し、会員の安全意識の向上、事故防 

止策の徹底など組織を挙げて安全対策を一層推進する。 

特に、各センターにおいて安全就業対策推進委員等が中心となり、班長等を 

対象に危険予知訓練を実施し、全ての現場で危険予知活動が実践できるよう取 

り組む。 

 

〇 適正就業 

公益法人として法令遵守の立場から、センター会員の働き方に係る重要な指 

   針である「適正就業ガイドライン」に沿った業務運営により就業の適正化を推 

進する。 

特に、受注リスト、自己点検表などの活用による自主点検及び現地調査を奨 

励し、発注者からの指揮命令が疑われる業務等、請負就業として問題がある就 

業については、就業の確保にも配慮しながら、シルバー派遣事業への切替えや 

職業紹介事業による是正を進める。 

（１）安全・適正就業パトロール指導員の配置 

 （２）安全・適正就業対策推進委員会の開催（3 回） 

重点目標・重点テーマの設定、安全・適正就業対策推進年次計画の策定、改 

善策の提案、情報提供 
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 （３）安全・適正就業パトロールの実施 

    安全・適正就業対策推進委員及びパトロール指導員による、実効性あるセン 

ターパトロール指導を全センターで実施（21 センター） 

 （４）安全・適正就業強化月間（7 月）を設定し、安全・適正就業対策の一層の推 

進 

 （５）安全・適正就業推進大会の開催 

各センターの安全・適正就業対策推進委員、安全推進員等を対象に専門家を 

講師とした研修会の開催、体験発表、安全・適正就業標語の募集と表彰等を通 

した安全意識の向上とその徹底 

 （６）安全就業研修会の開催 

センターの安全・適正就業対策推進委員等を対象に安全就業研修会（リーダ 

ー養成研修会）を開催し、各センターで安全就業を推進するリーダーを養成 

各センターでは、受講したリーダーが中心となり班長等を対象に危険予知訓 

練等を行い、全ての現場で危険予知活動が実践できるよう取り組む 

 ① 危険予知訓練基礎 4R 法等の実施 

② 新たに「墜落・転落事故に係る危険予知訓練」を実施 

（７）センターが実施する安全就業研修会への講師派遣 

 （８）事故状況の把握・分析及び再発防止の周知 

事故状況の把握・要因分析及び具体的な防止策の周知、ヒヤリ・ハット事例

などによる対応策の検討・周知 

（９）運転業務に係る安全就業基準を周知し、運転業務の安全就業を推進 

 （10）安全就業や健康管理等に関する時々の情報を提供する「安全ニュース」を 

   発行し、センターが行う事故防止など注意喚起を支援 

 （11）適正就業の推進 

① 適正就業ガイドラインの周知など適正就業に係る情報提供、助言 

② 受注リストを活用した自主点検及び現地調査を奨励し、請負就業として問 

題がある事案については、シルバー派遣事業への切替えや職業紹介事業によ 

る是正を助言 

③ 臨・短・軽の範囲を逸脱した就業については、ローテーション就業や業務 

拡大等により是正するよう助言 

④ 契約書等の締結の励行や契約内容の点検を奨励し、適正就業を推進 

 

３ 普及啓発事業   

   シルバー事業への県民の理解と認識を高め、会員の拡大、就業機会の確保等を

図るため、様々な機会・媒体を通じた広報宣伝等、普及啓発活動を推進する。 

 （１）「シルバーながの」の発行（年 2 回）やホームページを活用し、周知・広報 

の充実を図る 
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 （２）シルバー事業及び地域貢献活動情報を報道機関等に情報提供及び取材協力す 

るなど積極的な周知・広報活動を実施 

 （３）新聞、ラジオ、テレビ等様々なメディアを活用して、全県をエリアとする広 

報活動を実施 

  （４）就業開拓・入会促進用パンフレット等の作成・配布 

 （５）普及啓発促進月間（10 月）を中心に、シルバー連合による各種大会、研修 

会、シルバーまつり・フェア、ボランティア活動などの実施 

 （６）退職前高齢者生きがい就業体験事業の実施 

 

４ 就業開拓等事業   

   多様化する会員の就業ニーズや地域ニーズに対応するため、新たな就業機会・ 

就業分野の開拓・確保をセンターと連携して実効ある取組を推進する。 

（１）県内の複数のセンターにまたがる広域展開企業の就業開拓は、センターと連 

携して受注確保 

（２）新聞、ラジオ等様々なメディアを活用し、全県をエリアとした広域的な周知・ 

  広報宣伝活動を行い、受注・就業機会の拡大を支援 

 （３）各センターが抱える課題、取組等について、意見情報交換を実施するなど、 

効果的な取組を支援（業務担当者会議等） 

（４）就業開拓啓発用パンフレット等の作成・配布（再掲） 

 （５）全シ協、北シ協などが実施する会議・研修会への出席及び情報収集・提供 

 

５ 交流研修事業    

   センター役職員の資質の向上と相互の情報共有を図り、シルバー事業の活性化

及び適正な運営を確保するため、役職及び担当分野に応じた各種研修会等を開催

するとともに、全国シルバー人材センター事業協会等が実施する研修会等に参加

する。 

 （１）理事長・事務局長合同意見情報交換会等の開催 

（２）各種研修会の開催 

① 正・副理事長研修 

② 4 ブロック役員研修 

③ 新任職員研修 

④ 業務担当研修 

⑤ 安全就業研修（リーダー養成研修会） 

⑥ 派遣実務担当研修 

⑦ 経理担当研修 

 （３）全シ協、北シ協が実施する研修会等への参加及びセンターに受講を勧奨 

 （４）各ブロック主催の職員研修会への助成等支援   
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６ 調査研究事業  

   シルバー事業の現状と課題を把握・分析し、今後の事業推進に資するため、必

要な調査研究、検討、情報提供等を行う。 

 （１）シルバー事業実績を集計・分析し、「シルバー人材センター業務運営状況」 

の作成・配布 

（２）各センターの財務分析・事業分析等を行うほか、様々な相談・指導に係る 

Q&A、研修会用に作成した資料等必要な情報を「公益法人運営資料集Ｎｏ９」 

として集成・提供 

 （３）事故発生状況、分析及び情報提供（再掲） 

 （４）各種会議、研修会における研究・検討 

 （５）その他シルバー事業の運営に必要な調査 

 

７ センター設置促進事業   

   県内全域でシルバー事業が展開できるよう、センター未設置地域の解消を目指 

す。 

（１）隣接センターと連携し、未設置村へ設置に向け情報提供及び助言 

 

 ８ 指導相談事業 

   公益社団法人として適正な運営が推進されるよう、全シ協の指導実施計画に基 

づくセンター個別指導及び長野労働局による個別経理指導に併せ、センターを訪 

問し、事業運営、事務処理、財政基盤の強化等について指導及び相談を行うほか、 

随時、各センターからの相談に対応する。 

 （１）センター個別指導の実施 1０センター （各センター2 年に 1 回実施） 

① 全シ協個別指導（全シ協から委嘱された事務局長が実施）  ７センター 

    ② 労働局と合同の経理事務等指導 ３センター   

      ※ ①は連合会・労働局・長野県の 3 者合同 ②は連合会・労働局の 2 者合同 

  （２）随時、センターからの公益法人の運営や会計経理等に係る相談に対応 

（３）派遣・適正就業等に関して専門的な指導が必要な場合には、全シ協に配置 

されている「スーパーバイザー」を活用し、センターの相談等に対応 

 

９ 福祉・家事援助等事業    

   少子高齢化が急速に進展する中にあって、家事、子育て、介護等現役世代を支

える分野において生活支援サービスの増加が見込まれており、この分野への取組 

みにより女性の就業機会の拡大及び会員拡大が求められていることを踏まえ、福

祉・家事援助等の取組みを支援する。 

 （１）全シ協主催の研修会等への参加 

（２）介護予防・生活支援等に係る情報収集・提供・助言 
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10 労働者派遣事業 

   高齢者の多様な就業ニーズに対応した指揮命令のある職域での就業機会の確

保と受託事業の適正な就業を確保するため、各実施事業所との緊密な連携のもと、

派遣事業の円滑な推進を図る。 

また、派遣事業専門委員会において諸課題の協議を進め、その結果を踏まえ、 

新たな役割分担等に移行するための準備作業を進める。 

（１）派遣事業専門委員会を開催し、役割分担、派遣手数料率等諸課題を協議 

（２）専門委員会の検討結果を踏まえ、工程表に沿って、新たな役割分担等に移行 

するための準備作業を進める 

（３）派遣実務担当研修会の開催（再掲） 

（４）派遣業務契約への切替え等指導・助言 

（５）高齢者活躍人材確保育成事業と高齢者活用・現役世代雇用サポート事業の連 

携による事業拡大を推進 

 （６）消費税の納付にも苦慮しており資金繰りの改善に取り組む 

 （７）業務拡大について、会員ニーズ及び発注者ニーズを踏まえ、知事の指定を受 

けるべく適切に対応 

（８）実施事業所と連携のもと、請負も含め複数のセンターにまたがる広域展開企 

業の就業開拓 

（９）派遣元責任者講習会の受講の勧奨 

（10）企業情報の収集・提供 

（11）啓発用パンフレット等の作成・配布（再掲） 

（12）全シ協、北シ協等を通じた情報収集 

 

11 職業紹介事業 

  高齢者の就業ニーズに応えるため、臨時的かつ短期的な仕事又はその他軽易な 

業務に係る「雇用」を希望する地域の高齢者（シルバー会員を含む）を対象とし 

て、有料の職業紹介による就業機会の提供を行う。 

（１）全センターが取り組めるよう指導・助言（未届け 2 センター） 

（２）職業紹介事業の適正な運営の指導 

（３）職業紹介責任者講習会の受講の勧奨 

 

12 高齢者活用・現役世代雇用サポート事業 

就業機会の拡大、会員の拡大及び高齢者の多様な就業ニーズに対応するため、 

センターが、高齢者に人材不足分野や介護、育児分野等の現役世代を支える分野 

で、発注者・会員の開拓、仕事のマッチング等を行い、就業する機会を提供する 

取組みを支援する。 

（１）センターへの情報提供・助言 
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13 高齢者活躍人材確保育成事業（国委託） 

人手不足や保育・介護等の現役世代を支える分野での高齢者の就業を推進する 

ため、技能講習、広報活動、就業体験を実施し、新規会員・発注企業の拡大に戦 

略的に取り組む。 

（１）高齢者がシルバーに興味を持ち、自信を持って就業できるよう必要な技能講 

習を実施 

（２）テレビ・ラジオ・新聞・広報誌・セミナー等様々な広報媒体を駆使し、セン 

ターの周知・広報活動を展開 

（３）高齢者、企業双方のセンターに対する理解を深めてもらうための就業体験を 

実施 

 

14 諸会議の開催及び参加 

  定款に定める総会及び理事会の開催のほか、当連合会の事業を推進するため、

次のとおり各種会議（研修会）を開催し、併せて関係団体の会議に参加する。 

（１）定時総会     （6 月） 

（２）理事会        （5 月、6 月、10 月、12 月、3 月）  

（３）理事長・事務局長合同意見情報交換会の開催（10 月） 

（４）事務局長会議   （6 月、1 月、3 月） 

（５）各種会議・研修会(随時) 

 

15  その他事業 

  令和元年度から 2年間、当連合会が「北信越シルバー人材センター連絡協議 

会（以下「北シ協」という。）の事務局を担当する。 

 （１）北シ協の事務局運営（年間） 

 （２）北シ協の事業推進（随時） 

 


